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特
掲
診
療
料
の
施
設
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る

71
 

評
価
料
の
抜
粋

 

第
十
四
の
三 

そ
の
他 

一 

看
護
職
員
処
遇
改
善
評
価
料
の
施
設
基
準 

(1) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

 

イ 

救
急
医
療
管
理
加
算
に
係
る
届
出
を
行

保
険
医
療
機
関

救
急
搬
送
に
係
る
実
績
を
一
定
程

度
有

 

ロ 

都
道
府
県
が
定
め
る
救
急
医
療
に
関
す
る
計
画
に
基
づ
い
て
運
営
さ
れ
る
救
命
救
急

そ
の
他
の
急
性
期

医
療
を
提
供
す
る
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備
さ
れ
て
い
る
保
険
医
療
機
関

 

(2) 

そ
れ
ぞ
れ
の
評
価
料
に
対
応
す
る

の

び

数
を
入
院
患
者
の
数
で
除
し
て
得
た
数

算
出

 

(3) 

看
護
職
員
等
の
処
遇
の
改
善
に
係
る
状
況

定
期
的
に
地
方
厚
生
局
長
等
に
報
告

 

二 

外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
の
施
設
基
準 
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(1) 

外
来
医
療
又
は
在
宅
医
療
を
実
施
し
て
い
る
保
険
医
療
機
関

 

(2) 

当
該
保
険
医
療
機
関
に
勤
務
す
る

 
(3) 
対
象
職
員
の
賃
金
の
改
善
を
実
施
す
る
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備

 

二
の
二 

外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
の
注
５
に
規
定
す
る
施
設
基
準 

継
続
的
に
賃
上
げ
を
行

保
険
医
療
機
関

 

三 

歯
科
外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
の
施
設
基
準 

(1) 

外
来
医
療
又
は
在
宅
医
療
を
実
施
し
て
い
る
保
険
医
療
機
関

 

(2) 

対
象
職
員

 

(3) 

対
象
職
員
の
賃
金
の
改
善
を
実
施
す
る
に
つ
き
必
要
な
体
制
が
整
備

 

三
の
二 

歯
科
外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
の
注
５
に
規
定
す
る
施
設
基
準 

継
続
的
に
賃
上
げ
を
行

保
険
医
療
機
関

 

四 

外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅱ）
の
施
設
基
準 

(1) 

医
科
点
数
表
又
は
歯
科
点
数
表
第
一
章
第
二
部
第
一
節
の

を
含

同
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部
第
三
節
の
特
定
入
院
料
又
は
同
部
第
四
節
の

短
期
滞
在
手
術
等
基
本
料
１
を
除

を
算
定
し
て
い
な
い
又
は
算
定
回
数
が
著
し
く
少
な
い
保
険
医
療
機
関

 
 

(2) 
外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
の
届
出
を
行

保
険
医
療
機
関

 

(3) 

外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
及
び
歯
科
外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
に
よ
り
算
定
す
る
見
込

み
の
点
数
を
合
算
し
た
点
数
に
十
円
を
乗
じ
て
得
た
額

対
象
職
員
の
適
切
な
賃
金
改
善
に
必
要
な
額
の
百
分
の
五

十
未
満

 

(4) 

当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
常
勤
の
対
象
職
員
の
数

二
以
上

基
本
診
療
料
の
施

設
基
準
等
別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
地
域
に
所
在
す
る
保
険
医
療
機
関

限

 

(5) 

主
と
し
て
保
険
診
療
等
か
ら
収
入
を
得
る
保
険
医
療
機
関

 

(6) 

対
象
職
員
の
賃
金
の
改
善
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備

 

四
の
二 

外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅱ）
の
注
５
及
び
注
６
に
規
定
す
る
施
設
基
準 

継
続
的
に
賃
上
げ
を
行

保
険
医
療
機
関

 

五 

歯
科
外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅱ）
の
施
設
基
準 
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(1) 

医
科
点
数
表
又
は
歯
科
点
数
表
第
一
章
第
二
部
第
一
節
の

を
含

同

部
第
三
節
の
特
定
入
院
料
又
は
同
部
第
四
節
の

短
期
滞
在
手
術
等
基
本
料
１
を
除

を
算
定
し
て
い
な
い
又
は
算
定
回
数
が
著
し
く
少
な
い
保
険
医
療
機
関

 

(2) 

歯
科
外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
の
届
出
を
行

保
険
医
療
機
関

 

(3) 

外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
及
び
歯
科
外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
に
よ
り
算
定
す
る
見
込

み
の
点
数
を
合
算
し
た
点
数
に
十
円
を
乗
じ
て
得
た
額

対
象
職
員
の
適
切
な
賃
金
改
善
に
必
要
な
額
の
百
分
の
五

十
未
満

 

(4) 

当
該
保
険
医
療
機
関
内
に
お
け
る
常
勤
の
対
象
職
員
の
数

二
以
上

基
本
診
療
料
の

施
設
基
準
等
別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
地
域
に
所
在
す
る
保
険
医
療
機
関

限

 

(5) 

主
と
し
て
保
険
診
療
等
か
ら
収
入
を
得
る
保
険
医
療
機
関

 

(6) 

対
象
職
員
の
賃
金
の
改
善
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備

 

五
の
二 

歯
科
外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅱ）
の
注
５
及
び
注
６
に
規
定
す
る
施
設
基
準 

継
続
的
に
賃
上
げ
を
行

保
険
医
療
機
関
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六 

入
院

評
価
料
の
施
設
基
準 

(1) 

医
科
点
数
表
又
は
歯
科
点
数
表
第
一
章
第
二
部
第
一
節
の

を
含

同

部
第
三
節
の
特
定
入
院
料
又
は
同
部
第
四
節
の

を
除

を
算
定
し
て
い
る
保
険
医
療
機
関

 

(2) 

外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
又
は
歯
科
外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
の
届
出
を
行

保
険
医
療
機
関

 

(3) 

外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
及
び
歯
科
外
来
・
在
宅

評
価
料
（Ⅰ）
に
よ
り
算
定
す
る
見
込

み
の
点
数
を
合
算
し
た
点
数
に
十
円
を
乗
じ
て
得
た
額

対
象
職
員
の
適
切
な
賃
金
改
善
に
必
要
な
額
未
満
で
あ
る

 

(4) 

当
該
保
険
医
療
機
関
に
お
け
る
常
勤
の
対
象
職
員
の
数

二
以
上

基
本
診
療
料
の
施

設
基
準
等
別
表
第
六
の
二
に
掲
げ
る
地
域
に
所
在
す
る
保
険
医
療
機
関

限

 

(5) 

主
と
し
て
保
険
診
療
等
か
ら
収
入
を
得
る
保
険
医
療
機
関

 

(6) 

対
象
職
員
の
賃
金
の
改
善
を
行
う
に
つ
き
十
分
な
体
制
が
整
備

 


